
 
 
 
 
 
 
 

 
 【協議事項】 

  ア 浜松市都市計画マスタープラン増補版（案）について 

  イ 浜松市総合交通計画増補版（案）について 

  ウ 今後の市立幼稚園の再編について 

  
【報告事項】 

  ア 北清掃事業所（北部清掃工場）の解体・移転について 

  イ 平成 27 年度における新市建設計画搭載主要事業の状況

について 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  浜松市都市計画マスタープラン増補版(案)について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 
平成 22 年に現行の浜松市都市計画マスタープランを策定

してから 5 年目を迎え、その間の社会経済情勢の急激な変化

への対応や、平成 27 年度にスタートする新・総合計画等の

上位計画・関連計画との調整、整合を図るため、現行の都市

計画マスタープランを適切に評価し、まちづくりの基本的な

方向性を再確認した上で、これらの状況へ適切に対応する必

要がある。 

そこで、本市の将来都市構造「拠点ネットワーク型都市構

造」の実現に向けて、顕著化している新たな都市課題への対

応方針を示すため、テーマ別の方針の補完等を内容とする

「浜松市都市計画マスタープラン増補版」を策定する。 

対象の区協議会 全ての区協議会 

内  容 

 
現行の都市計画マスタープランの評価に基づく浜松市の

現状・課題の整理をするとともに、拠点ネットワーク型の集

約型都市構造への転換を実現するための新たな 3 つのテー

マの設定及び方針の明示を内容とする。 

 
○ 現行都市計画マスタープランのテーマ別の方針 

①都心の育成 

②公共交通と連携した土地利用 

③郊外地における居住と工業のあり方 

 ○ 『増補版』により補完するテーマ別の方針 

④災害に強いまちづくり 

   ⑤市街地における居住と都市機能の誘導 

   ⑥都市活力の維持・向上 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 都市計画課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  浜松市総合交通計画増補版(案)について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

平成 22 年に現行の浜松市総合交通計画を策定してから 5

年目を迎え、「交通施策の見直し時期」となっている。また、

策定後、東日本大震災の発生や人口減少社会の到来など、

社会経済情勢の変化が現れている。 

このため、今後想定される交通状況の変化への対応方針

を追加するとともに、平成 27～31 年度における「交通施策」

を見直した「浜松市総合交通計画増補版」を策定する 

対象の区協議会 全ての区協議会 

内  容 

現行の総合交通計画に位置付けた「目指す将来の交通の

姿の実現」や「交通ネットワークの形成」に継続して取り

組むとともに、以下の２つを変更点とする。 

 
・工場立地に伴う交通状況の変化への対応を検討する地域

を「交通ネットワーク検証エリア」とし、「新東名高速道

路の浜松スマートインターチェンジの周辺地域」に設定

する。 

・平成 27～31 年度に実施する交通施策について、内容修正

及び追加を行う。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 交通政策課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 今後の市立幼稚園再編の考え方について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・ 平成 27 年 4 月から施行する「子ども・子育て支援新制度」に基づ

き、市には、保護者の教育・保育ニーズ等を踏まえた需給バラン

スに応じ、幼稚園・保育園等について 5 か年の事業計画を策定す

ることが求められた。 

・ 事業計画策定に向けて、教育総務課では平成 26年 7 月の区協議会

に対し、市立幼稚園の閉園を含めた再編について諮問を行ったが、

8 月の区協議会の答申や保護者・地域のご意見・ご要望等を踏ま

え、再編計画の実施については工程を見直すこととした。 

・ 同年 9 月の区協議会では、市立幼稚園 13 園の平成 29 年度末の閉

園については一旦取り下げ、市立幼稚園の再編に向けては再検討

することを報告した。 

・ また、平成 26 年 9 月議会では、保護者が安心して子育てできる教

育環境として、市立幼稚園が公としての責任を果たしていくとと

もに、再編については、検討段階から保護者・地域と話し合い、

ご理解をいただきながら進めていく旨を答弁した。 

対象の区協議会  全区協議会 

内  容 

・ 今後の市立幼稚園 63 園の再編については、全市域一律の基準では

なく、地域性等を考慮しながら、検討段階から保護者・地域への

説明や協議を行い、園の方向性について合意形成を図る。 

・ 平成 27 年度からは、園児数の少ない市立幼稚園を中心に、保護

者・地域の皆様との意見交換の場を個別に設定させていただき、

園児数の状況や地域事情等を踏まえ、今後の方向性について検討

を進めていく。 

・ 平成 27 年 4 月から市立幼稚園に関する業務は、教育委員会からこ

ども家庭部に移管し、「幼児教育・保育課」が担当する。 

備 考 
（答申・協議結果

を得たい時期、今

後の予定など） 

 

担当課 教育総務課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  北清掃事業所（北部清掃工場）の解体・移転について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 
背景：北清掃事業所は、昭和４９年４月に北部清掃工場と

しての事業を開始したが、施設の老朽化により平成

２３年４月、焼却施設としての業務を終了した。 

 
経緯：三方原スマートインターチェンジ建設計画（Ｈ２９

年春供用開始予定、現在のリサイクル受入場所等を

縦断）にあわせ、北清掃事業所（北部清掃工場）の

解体を行うこととなった。 

対象の区協議会 中区協議会、東区協議会 

内  容 

 
・北清掃事業所（北部清掃工場）を解体し、現在、北清掃

事業所で行っている業務の一部（窓口機能ほか）を半田山

の事務所へ移転する。 

 
・解体工事：平成２７年１０月から平成２９年３月まで 

・移転時期：平成２７年７月 業務開始予定 

・移転先事務所で行う業務 

  ・ごみ集積所に関する相談・手続き、コンテナ・ネッ

トの配布 

  ・ごみの分別や出し方に関する相談 

  ・取り残し、不当排出等の緊急回収 

  ・出前講座の開催等啓発活動 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 北清掃事業所 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 平成 27 年度における新市建設計画登載主要事業の状況について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 
合併後の新市のまちづくりの総合的かつ効果的な推進を

定めた方針に基づき策定した新市建設計画登載の主要事業

（306 事業）について、平成 27 年度における進捗状況を報

告する。 

 
 

対象の区協議会 全ての区協議会 

内  容 

 
新市建設計画登載事業の進捗状況は、次のとおりである。 

 
 主 要 事 業：306 事業 

 計画事業費：391,828,000 千円 

  
 平成26年度 平成27年度 

着手・完了 238 事業 239 事業 

進捗率 77.8％ 78.1％ 

事業費  263,013,573 千円 287,613,805 千円 

進捗率 67.1％ 73.4％ 

 
※「平成26年度」欄は、平成17年度～平成25年度決算と平成26

年度 2 月補正後の現計予算の状況。「平成27年度」欄は、「平

成26年度」欄に平成27年度当初予算を加算したもの。 

 
 

詳細は別紙のとおり。 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 
 

担当課 市民協働・地域政策課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 


